
行政評価シート（事後評価）
コード 事務事業名 所管部課

年度 （ ）

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　指定管理者が実施する文化事業の参加者数

事
業
環
境
等

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

　10年間財団が管理運営を行っており、その実績から指定管理者として財団の存
続を望む意見はある。

都内26市のサービス水準との比較
（平均値、本市の順位など）

　多摩地区のうち、府中市、福生市、東大和市、秋川市、羽村市、瑞
穂町が直営で運営している。多くの自治体は指定管理者制度を導入
しているが、大部分が財団、公社、事業団を公募例外で指定管理者
に指定している。

代替・類似サービスの有無
　区部においては、民間会社を指定管理者としている自治体も存在す
る。

60 58 59

二
次
施設平均使用率

目標値 ％

実績値 ％

211,515 183,110 165,693

一
次
施設総利用者数

目標値 人

実績値 人

17年度 18年度 19年度 20年度

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　指定管理者が実施する文化事業の数
　

18年度 19年度 20年度

①文化事業実施数 実績値 事業 54 39 47

評
価
指
標
の
設
定

活動等指標 単位 17年度

実績値

成果指標 単位

182,634

文化事業実施数 千円 4,936 6,685 5,932 #DIV/0!

千円 266,560 260,726 278,820

2,040

千円

千円 1,310 2,530 2,530

0.16 0.31 0.31 0.25

265,250 258,196 276,290 180,594

18年度 19年度 20年度

千円

265,250 258,196 276,290 180,594

18 実施形態

事
業
費
デ
ー
タ

項　　目 単位 17年度

財
源
内
訳

人
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事
務
事
業
の
概
要

事務事業の目的 根拠法令等

　市民の芸術・文化活動の振興を図り、地域文化の創造と発展に寄与する。

事業内容・実施方法等／補助の概要：補助団体の概要（団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等）、補助金の
概要（国・都基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額）等

　西東京市文化・スポーツ振興財団を特命で指定管理者に指定し、指定管理料（委託料）を支出する（平成17年度以前
は助成金として支出）。

事業開始時期

法律

条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  上

  中

  下

  有

  無

直営 委託 補助 その他



コード 事務事業名 所管部課

【一次評価】

【二次評価】

【行革本部評価】

受益者負担
の適切さ

2

市民ニーズ
の把握 2

行革本部評価 判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等

　二次評価に記載のとおり、指定管理者による適切な運営が継続実施されるよう努められたい。

直接のサービ
スの相手方 1

事業内容等
の適切さ

3

二次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

事業の優先
度（緊急性）

2
　平成20年度から指定管理者を民間事業
者に変更し、ダイナミックな財政効果が得ら
れたことは高く評価できる。さらに、休館日
をなくすなどサービス向上の面でも見直し
の効果が期待されるところである。
　今後は、利用者懇談会における意見等も
参考にしながら事業内容を検証し、適切な
運営が継続実施されるように留意されたい。

事業の
必要性

2

事業主体
の妥当性

2

市民ニーズ
の把握 2

検証項目 ランク

事業内容等
の適切さ

2

受益者負担
の適切さ

2

事業の優先
度（緊急性）

2
　文化芸術振興条例の制定など、文化行政
の果たす役割は重要となってきているな
か、こもれびホールは、市民の芸術･文化活
動の拠点として大きな役割を担っている。文
化・スポーツ振興財団は設立から10年経過
し、一定の役割を果たしてきたところである
が、平成15年の地方自治法の一部改正に
よる指定管理者制度導入の趣旨を踏まえた
市民サービスの向上と経費削減を目的に指
定管理者の選定を行い、平成20年４月１日
から株式会社コンベンションリンケージが指
定管理者として管理運営を開始している。

事業の
必要性

2

事業主体
の妥当性

1

直接のサービ
スの相手方 1
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検証項目 ランク 一次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

廃止

休止

廃止

拡充


